
 
 

令 和 6 年 5 ⽉ 31 ⽇  
学 校 法 ⼈ 茶 屋 四 郎 次 郎 記 念 学 園  

 東 京 福 祉 ⼤ 学 ・ ⼤ 学 院  

第三者委員会設置要領 

第 ⼀  ⽬ 的  
学 校 法 ⼈ 茶 屋 四 郎 次 郎 記 念 学 園（ 以 下「 本 法 ⼈ 」と い う 。）及 び 東 京

福 祉 ⼤ 学・⼤ 学 院（ 以 下「 本 学 」と い い 、本 法 ⼈ と 本 学 を 併 せ「 本 法 ⼈
等 」と い う 。）は 、本 法 ⼈ 理 事 ⻑ 及 び 本 学 学 ⻑ で あ っ た 中 島 恒 雄 ⽒（ 以
下 「 中 島 ⽒ 」 と い う 。） が 、 平 成 20 年 1 ⽉ 、 強 制 わ い せ つ 容 疑 で 逮 捕
さ れ た こ と を 受 け 、 平 成 20 年 6 ⽉ 27 ⽇ 、 中 島 ⽒ が 本 法 ⼈ の 理 事 ⻑ ・
理 事 及 び 本 学 の 学 ⻑ ・ 教 授 等 と し て 復 帰 す る こ と を 認 め な い 旨 の ⽅ 針
を 公 表 （ 以 下 「 平 成 20 年 公 表 」 と い う 。） し た に も か か わ ら ず 、 令 和
2 年 11 ⽉ 、中 島 ⽒ が 本 法 ⼈ 理 事 ⻑ 及 び 本 学 学 ⻑ に 復 帰 し た こ と 等 に つ
い て 、 そ の 管 理 運 営 上 の 経 緯 、 背 景 及 び 原 因 等 に 関 す る 調 査 、 検 証 及
び 評 価 を ⾏ い 並 び に 調 査 に よ っ て 問 題 点 が 判 明 し た 場 合 に は 、 改 善 策
に つ い て 提 ⾔ を 受 け る た め 、 第 三 者 委 員 会 を 設 置 す る 。  

 
第 ⼆  調 査 事 項  

１  平 成 20 年 公 表 以 降 、 本 設 置 要 領 施 ⾏ ⽇ 現 在 ま で の 中 島 ⽒ の 本 法 ⼈
等 へ の 関 与 の 実 態 、 経 緯 、 背 景 及 び 原 因  

２  平 成 20 年 公 表 に 反 し 、 令 和 2 年 に 中 島 ⽒ が 本 法 ⼈ 理 事 ⻑ 及 び 本 学
学 ⻑ に 復 帰 す る に ⾄ っ た 経 緯 、 背 景 及 び 原 因  

３  令 和 5 年 に 中 島 ⽒ が 本 法 ⼈ 理 事 ⻑ 及 び 本 学 学 ⻑ を 退 任 し 、本 法 ⼈ 等
が 第 三 者 委 員 会 を 設 置 に す る に ⾄ っ た 経 緯 及 び 背 景  

４  上 記 1〜 3 の 調 査 に よ っ て 本 法 ⼈ 等 の 管 理 運 営 上 の 問 題 点 が 判 明 し
た 場 合 に は 、 当 該 問 題 点 に 関 す る 改 善 策  

５  そ の 他 ⼀ 切 の 関 連 事 項  
 



 
 

第 三  委 員  
 １  第 三 者 委 員 会 は 、 別 紙 に 掲 げ る 委 員 を も っ て 構 成 す る 。  
 ２  委 員 ⻑ は 、委 員 の 他 に 委 員 の 補 助 と し て 弁 護 ⼠ 資 格 を 有 す る 補 助 者

（ 以 下「 委 員 補 助 者 」と い う 。）を 調 査・検 証 に 充 て る こ と が で き る 。  
 ３  委 員 ⻑ は 、委 員 の 補 助 と し て 、本 法 ⼈ 等 の 職 員 を 構 成 員 と す る 事 務

局 を 設 置 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 当 該 事 務 局 は 、 第 三 者 委 員 会 に
直 属 す る も の と し 、当 該 事 務 局 を 構 成 す る 職 員 に 守 秘 義 務 を 負 わ せ る
等 、当 該 事 務 局 と 本 法 ⼈ 等 と の 間 に 厳 格 な 情 報 隔 壁 を 設 け る も の と す
る 。  

 
第 四  委 員 ⻑ 等  
 １  第 三 者 委 員 会 に 委 員 ⻑ を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ っ て こ れ を 定 め る 。 
 ２  委 員 ⻑ は 、第 三 者 委 員 会 の 会 務 を 統 括 し 、第 三 者 委 員 会 を 代 表 す る 。 
 ３  副 委 員 ⻑ は 、 委 員 ⻑ が 指 名 す る 。  
 ４  委 員 ⻑ に 事 故 が あ る と き は 、 副 委 員 ⻑ が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  
 
第 五  運 営  
 １  委 員 ⻑ は 、 第 三 者 委 員 会 を 招 集 し 、 開 催 す る 。  
 ２  第 三 者 委 員 会 の 会 場 は 、 委 員 ⻑ が 決 定 す る 。  
 ３  第 三 者 委 員 会 は 、 ⾮ 公 開 と す る 。  
 ４  委 員 ⻑ は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 及 び 委 員 補 助 者 以 外 の

者 に 第 三 者 委 員 会 へ の 出 席 を 求 め 、 必 要 な 資 料 を 提 出 さ せ 、意 ⾒ を 聴
き 、 ⼜ は 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。  

５  第 三 者 員 会 の 運 営 は 、 本 設 置 要 領 の 定 め に 従 う ほ か 、 ⽇ 本 弁 護 ⼠ 連
合 会 が 公 表 し て い る 「 企 業 等 不 祥 事 に お け る 第 三 者 委 員 会 ガ イ ド ラ イ
ン 」（ 2010 年 12 ⽉ 17 ⽇ 改 訂 ） に 準 拠 す る も の と す る 。  

 
第 六  調 査 実 施 期 間 及 び 調 査 の ⼿ 法  

１  調 査 を 実 施 す る 期 間 は 、令 和 6 年 4 ⽉ 15 ⽇ か ら 令 和 6 年 9 ⽉ 13 ⽇



 
 

こ ろ ま で と す る 。  
２  調 査 は 、本 法 ⼈ 等 の 役 職 員（ 教 職 員 を 含 む 。）及 び 関 係 者 等（ 以 下「 本

法 ⼈ 等 関 係 者 等 」と い う 。）か ら の 聴 取 り の ほ か 、適 宜 、資 料 閲 覧 、本
法 ⼈ 等 関 係 者 等 へ の ア ン ケ ー ト 等 に よ り ⾏ う も の と す る 。  

 
第 七  報 告 書  

第 三 者 委 員 会 に お け る 全 て の 調 査 が 終 了 し た 後 、 第 三 者 委 員 会 は 、
本 法 ⼈ 理 事 ⻑ に 対 し て 、報 告 書（ 以 下「 調 査 報 告 書 」と い う 。）を 提 出
す る 。 な お 、 第 三 者 委 員 会 は 、 調 査 報 告 書 の 提 出 前 に 、 そ の 全 部 ⼜ は
⼀ 部 を 本 法 ⼈ 等 に 開 ⽰ し な い も の と す る 。  

 
第 ⼋  守 秘 義 務  

  委 員 、 委 員 補 助 者 及 び そ の 他 第 三 者 委 員 会 に 関 与 し た 者 は 、 職 務 上
知 り 、 ま た 知 る こ と の で き た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。  

 
第 九  独 ⽴ 性 ・ 中 ⽴ 性 ・ 公 平 性  

１  第 三 者 委 員 会 は 、 本 法 ⼈ 等 の ス テ ー ク ホ ル ダ ー 全 体 の 利 益 の た め に
設 置 さ れ 、 本 法 ⼈ 等 か ら 独 ⽴ し た 地 位 を 有 し 、 本 法 ⼈ 等 か ら の ⼲ 渉 を
受 け ず 、 中 ⽴ か つ 公 正 に 客 観 的 な 調 査 を ⾏ う も の と す る 。  

２  調 査 報 告 書 の 起 案 権 は 、 第 三 者 委 員 会 に 専 属 す る 。  
３  第 三 者 委 員 会 は 、 調 査 の 結 果 、 本 法 ⼈ 等 の 理 事 、 評 議 員 及 び 役 職 員

（ 退 任 ⼜ は 退 職 済 み の 者 も 含 む 。）に 不 利 な 事 実 が 判 明 し た 場 合 で あ っ
て も 、 こ れ を 調 査 報 告 書 に 記 載 す る も の と す る 。  

４  第 三 者 委 員 会 は 、 本 法 ⼈ 等 に よ る ⼗ 分 な 協 ⼒ が 得 ら れ な い 場 合 ⼜ は
調 査 に 対 す る 妨 害 ⾏ 為 が あ っ た 場 合 、 そ の 状 況 を 調 査 報 告 書 に 記 載 す
る こ と が で き る も の と す る 。  

５  本 法 ⼈ 等 は 、 第 三 者 委 員 会 か ら 提 出 さ れ た 調 査 報 告 書 （ 第 三 者 委 員
会 が 個 ⼈ の プ ラ イ バ シ ー 保 護 等 を 理 由 と し て 調 査 報 告 書 の 原 版 と 公 表
版 を 作 成 し た 場 合 は 、当 該 公 表 版 を い う 。）を 、遅 滞 な く 、公 表 す る も



 
 

の と す る 。  
６  第 三 者 委 員 会 が 調 査 の 過 程 で 収 集 し た 資 料 等 に つ い て は 、 第 三 者 委

員 会 が 処 分 権 を 専 有 す る も の と す る 。  
７  本 法 ⼈ 等 と 第 三 者 委 員 会 は 、 こ の 要 領 と 本 法 ⼈ 等 の 間 で 締 結 さ れ る

委 任 契 約 に 定 め ら れ て い る 権 利 義 務 関 係 を 除 き 、 委 員 及 び 委 員 補 助 者
が 法 ⼈ 等 、 中 島 ⽒ 、 第 六 第 ２ 項 に 基 づ く 聴 取 り 対 象 者 と の 間 に 利 害 関
係 を 有 し な い こ と を 確 認 す る 。な お 、 第 六 第 2 項 に 基 づ く 聴 取 り 対 象
者 に つ い て は 、 聴 取 り に 先 ⽴ ち 、 法 ⼈ 等 が 第 三 者 委 員 会 に 対 し そ の ⽒
名 を 記 載 し た 名 簿 を 提 出 し 、 第 三 者 委 員 会 に お い て 委 員 及 び 委 員 補 助
者 と の 利 害 関 係 の 有 無 を 判 断 す る も の と す る 。  

 
第 ⼗  そ の 他  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 本 法 ⼈ 理 事 ⻑ が 別 に
定 め る 。  

 
第 ⼗ ⼀  要 領 の 改 廃  
   こ の 要 領 の 改 廃 は 、 本 法 ⼈ 理 事 ⻑ が 決 定 す る 。  
 
附  則  
  こ の 要 領 は 、 令 和 6 年 5 ⽉ 31 ⽇ か ら 施 ⾏ す る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

（ 別 紙 ）  
 

第 三 者 委 員 会 委 員  
 ⽒ 名  所 属 等  

委  員  前 ⽥ 俊 房  弁 護 ⼠  前 ⽥ 俊 房 法 律 事 務 所  

委  員  中 村 あ ゆ 美  弁 護 ⼠  関 東 法 律 事 務 所  

委  員  遠 藤 泰 裕  弁 護 ⼠  永 沢 総 合 法 律 事 務 所  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


